
令和５年 11 月 29 日 

労働基準部賃金室 

 

最低工賃（男子既製洋服・学校服・作業服）審議経過について 

 

 

〇令和４年 11 月   家内労働実態調査を実施した。 

委託のある品目は学校服のみである。委託者は２社、適用

家内労働者は 48 人との調査結果であった。 

          

〇令和５年３月７日  令和４年度第 2回山口地方労働審議会を開催した。 

 

〇令和５年５月 16 日 山口労働局長から山口地方労働審議会会長あて改正決定

の諮問を行った。 

 

〇令和５年７月 27 日 第１回最低工賃専門部会を開催した。 

         参考人（家内労働者代表及び委託者代表）から意見聴取を

実施した。 

 

〇令和５年９月 27 日 第２回最低工賃専門部会を開催した。 

学校服 13 工程の工賃額について、最低賃金額（令和２年

度から令和５年度まで）の上昇率（11.9％）を乗じて改正

決定がなされた。 

 

〇令和５年 11 月１日 現行の工賃を一度廃止し、新たに（存続する１品目(学校

服)）を新設という手続きが必要となるため、山口労働局

長から山口地方労働審議会会長あて「学校服の新設決定

及び既設最低工賃の廃止決定」の諮問を行った。 

 

 

  



 




















